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日
本
の
第
三
回
普
遍
的
定
期
審
査
（
Ｕ
Ｐ
Ｒ
）
は
、
二
〇
一
七

年
一
一
月
一
四
日
に
行
わ
れ
た
。
報
告
者
グ
ル
ー
プ（
ト
ロ
イ
カ
）

は
、
ベ
ル
ギ
ー
、
カ
タ
ー
ル
、
ト
ー
ゴ
で
構
成
さ
れ
た
。
審
査
で

は
、
一
〇
六
カ
国
が
発
言
し
た
。

先
回
取
り
上
げ
た
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
な
ど
性
的
指
向
ま
た
は
性
自
認

を
理
由
と
す
る
差
別
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
第
二
回
Ｕ
Ｐ
Ｒ
で
ア

ル
ゼ
ン
チ
ン
が
、「
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
の
個
人
を
保
護
し
社
会
に
統
合
す

る
た
め
、
ま
た
、
性
的
指
向
ま
た
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
に
基
づ
く

全
て
の
差
別
的
取
扱
い
を
排
除
す
る
た
め
の
さ
ら
な
る
措
置
を

検
討
す
る
こ
と
」（
八
九
項
）を
勧
告
し
て
い
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、

日
本
政
府
は
、
二
〇
一
七
年
八
月
に
提
出
し
た
第
三
回
日
本
政
府

報
告
の
中
で
、「
我
が
国
に
お
い
て
、
二
〇
〇
四
年
七
月
に
施
行

さ
れ
た
『
性
同
一
性
障
害
者
の
性
別
の
取
扱
い
の
特
例
に
関
す
る

法
律
（
性
同
一
性
障
害
特
別
措
置
法
）』
は
、
二
〇
〇
八
年
に
そ

の
性
別
変
更
に
必
要
な
条
件
を
緩
和
す
る
法
改
正
が
行
わ
れ
た
。

法
務
省
の
人
権
擁
護
機
関
は
、『
性
的
指
向
』『
性
自
認
』
に
基

づ
く
差
別
を
含
む
、
様
々
な
人
権
問
題
に
つ
い
て
、
常
設
ま
た
は

特
設
の
人
権
相
談
所
を
開
設
す
る
と
と
も
に
、
性
的
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
の
人
権
が
尊
重
さ
れ
る
よ
う
各
種
人
権
啓
発
活
動
を
実
施

し
て
い
る
」
と
回
答
し
た
。

ま
た
、
同
じ
く
第
二
回
Ｕ
Ｐ
Ｒ
で
、
キ
ュ
ー
バ
か
ら
「
い
か
な

る
理
由
に
基
づ
く
差
別
と
も
闘
い
予
防
す
る
た
め
の
努
力
を
継

続
す
る
こ
と
」（
六
三
項
）、さ
ら
に
チ
ェ
コ
か
ら
「
社
会
的
身
分
、

ジ
ェ
ン
ダ
ー
及
び
性
的
指
向
を
含
む
包
括
的
な
理
由
に
基
づ
く

差
別
的
な
規
定
を
排
除
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
国
内
法
を
見

直
す
こ
と
」（
六
五
項
）
と
の
勧
告
が
な
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に

対
し
て
、
日
本
政
府
は
、
第
三
回
日
本
政
府
報
告
の
中
で
、「
あ

ら
ゆ
る
差
別
の
予
防
や
差
別
規
定
の
排
除
（
勧
告
六
三
、六
五
）

に
関
し
、
我
が
国
は
、
憲
法
第
一
四
条
一
項
に
お
い
て
、『
す
べ

て
国
民
は
、
法
の
下
に
平
等
で
あ
っ
て
、
人
種
、
信
条
、
性
別
、

社
会
的
身
分
又
は
門
地
に
よ
り
、
政
治
的
、
経
済
的
又
は
社
会
関

係
に
お
い
て
差
別
さ
れ
な
い
』
と
定
め
、
不
合
理
な
差
別
を
禁
止

し
て
い
る
。
同
条
項
を
踏
ま
え
、
我
が
国
は
、
雇
用
、
教
育
、
医

新
・
世
界
の
人
権
は
い
ま

―
普
遍
的
定
期
審
査
の
現
場
か
ら
―
（
そ
の
四
）
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療
、
交
通
等
国
民
生
活
に
密
接
な
関
わ
り
を
持
ち
公
共
性
の
高
い

分
野
に
つ
い
て
は
、
特
に
各
分
野
に
お
け
る
関
係
法
令
に
よ
り
広

く
差
別
の
禁
止
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
の
分
野
に
お
い
て

も
、
法
務
省
の
人
権
擁
護
機
関
他
関
係
省
庁
の
指
導
、
啓
発
を
通

じ
て
差
別
の
撤
廃
を
図
っ
て
い
る
」（
一
一
項
）
と
回
答
し
た
。

し
か
し
、
審
査
で
は
、
性
的
少
数
者
に
対
す
る
差
別
に
関
し
て
、

多
く
の
国
が
発
言
し
た
。
大
別
し
て
、
人
権
啓
発
活
動
に
と
ど
ま

ら
な
い
包
括
的
な
差
別
禁
止
法
を
求
め
る
グ
ル
ー
プ
と
差
別
撤

廃
の
た
め
の
措
置
を
求
め
る
グ
ル
ー
プ
が
あ
っ
た
。
前
者
の
包
括

的
な
差
別
禁
止
法
の
制
定
を
求
め
る
勧
告
を
行
っ
た
国
と
し
て

は
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
ド
イ
ツ
、
ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
、
米

国
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
が
、
後
者
の
差
別
撤
廃

の
た
め
の
措
置
を
求
め
る
国
と
し
て
は
、
メ
キ
シ
コ
、
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
、
ス
イ
ス
、
カ
ナ
ダ
が
い
た
。

前
者
の
差
別
禁
止
法
を
求
め
る
勧
告
に
は
、
た
と
え
ば
、
米
国

の
「
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
Ｉ
の
人
々
の
権
利
を
保
護
及
び
促
進
す
る
包
括
的

な
差
別
禁
止
法
を
実
施
す
る
こ
と
」（
七
二
項
）が
あ
る
。
他
方
で
、

差
別
禁
止
法
で
は
な
く
、
差
別
に
対
す
る
措
置
を
講
じ
る
勧
告
す

る
国
と
し
て
は
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
「
性
同
一
性
障
害
特
例

法
の
改
正
を
含
め
、
性
的
指
向
及
び
性
自
認
に
基
づ
く
措
置
を
講

じ
る
こ
と
」（
七
〇
項
）
と
い
っ
た
勧
告
や
、
ス
イ
ス
の
「
性
的

指
向
に
基
づ
く
差
別
の
撤
廃
に
関
す
る
前
向
き
な
進
展
を
継
続

し
、国
レ
ベ
ル
で
同
性
婚
を
承
認
す
る
こ
と
」（
七
一
項
）
と
い
っ

た
勧
告
が
あ
っ
た
。

日
本
政
府
は
、
前
者
の
米
国
な
ど
の
勧
告
に
つ
い
て
は
、「
留

意
す
る
」
と
の
回
答
に
と
ど
め
、
受
け
入
れ
を
意
味
す
る
「
フ
ォ

ロ
ー
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
に
同
意
す
る
」
と
は
回
答
し
な
か
っ
た
。

後
者
の
勧
告
に
つ
い
て
は
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
勧
告
に
つ
い

て
は
、「
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
に
同
意
す
る
」
と
し
た
も

の
の
、
ス
イ
ス
の
勧
告
に
つ
い
て
は
、「
部
分
的
に
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ

プ
す
る
こ
と
に
同
意
す
る
」
と
し
、「
国
レ
ベ
ル
で
同
性
婚
を
承

認
す
る
こ
と
は
、
我
が
国
の
家
族
の
在
り
方
に
重
大
な
影
響
を
与

え
る
こ
と
か
ら
慎
重
な
検
討
を
要
す
る
」
と
回
答
し
た
。

た
し
か
に
審
査
に
お
い
て
、
日
本
代
表
団
は
、「
日
本
は
、
性

的
指
向
及
び
性
自
認
に
基
づ
く
人
権
侵
害
は
、
許
さ
れ
る
も
の
で

は
な
く
、
差
別
を
防
止
す
る
た
め
の
努
力
を
継
続
し
て
い
く
」
と

回
答
し
た
も
の
の
、
勧
告
に
対
す
る
こ
う
し
た
回
答
か
ら
は
差
別

禁
止
法
の
制
定
に
消
極
的
な
姿
勢
が
窺
え
る
。
前
回
紹
介
し
た
超

党
派
の
議
員
に
よ
る
「
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
理
解
増
進
法
案
」
と
い
う
議
員

立
法
の
提
案
が
な
さ
れ
た
の
も
、
こ
う
し
た
日
本
政
府
の
態
度
が

理
由
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。




